




















当社グループは、親会社である株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの下、当社、子会社25社

















(1) 国内・海外別収支 

信託報酬は、1,272億円となりました。資金運用収支は、国内で1,685億円、海外で110億円となり、

相殺消去を控除した結果、合計では1,770億円となりました。また、役務取引等収支は、国内で1,414億

円、海外で75億円となり、相殺消去を控除した結果、















    

(5)a「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況 

「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額を合

算しております。 

① 信託財産の運用／受入状況(信託財産残高表) 
  

   

 
(注) １．上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。 

２．合算対象の連結子会社 前連結会計年度末 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 
             当連結会計年度末 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 
３．共同信託他社管理財産 前連結会計年度末     4,051,720百万円 
             当連結会計年度末     3,425,704百万円 

資産

科目

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(平成20年３月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)









(6) 銀行業務の状況 

① 国内・海外別預金残高の状況 

○ 預金の種類別残高(末残) 

  

 
(注) １．「国内」とは、当社(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。 

  「海外」とは、当社の海外店及び海外連結子会社であります。 

２．連結会社間の相殺消去額については、上記「相殺消去額」欄に計上しております。 

３．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

４．定期性預金＝定期預金 

  

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計 
前連結会計年度 11,043,137 765,300 24,361 11,784,076

当連結会計年度 11,355,463 1,105,255 45,697 12,415,021

 うち流動性預金 
前連結会計年度 2,301,262 2,729 14,826 2,289,165

当連結会計年度 1,995,120 111,098 13,050 2,093,168

 うち定期性預金 
前連結会計年度 8,441,243 762,523 9,534 9,194,232

当連結会計年度 9,07



    

② 国内・海外別貸出金残高の状況 

○ 業種別貸出状況(残高・構成比) 

  

 
(注) 「国内」とは、当社(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。 

「海外」とは、当社の海外店及び海外連結子会社であります。 

  

○ 外国政府等向け債権残高(国別) 

「外国政府等」とは、外国政府、中央銀行、政







    

(2) 営業経費の内訳 

  

 
(注) 損益計算書中「営業経費」の内訳であります。 

  

２．利鞘(国内業務部門)(単体) 
  

 
(注) 「国内業務部門」とは本邦店の円建諸取引であります。 

  

３．ROE(単体) 
  

   

 
  

前事業年度
(百万円)(A)

当事業年度
(百万円)(B)

増減(百万円)
(B)－(A)







    

５．債務の保証(支払承諾)の状況(単体) 
○支払承諾の残高内訳 

  

 
  

６．内国為替の状況(単体) 
  

 
  

７．外国為替の状況(単体) 
  

 
  

８．併営業務の状況 
  

 
  

種類
前事業年度 当事業年度

口数(件) 金額(百万円) 口数(件) 金額(百万円)



(自己資本比率の状況) 

(参考) 

自己資本比率は、銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実

の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)

に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。 

なお、当社は、国際統一基準を適用のうえ、





単体自己資本比率(国際統一基準) 
  

 
  

項目
平成19年３月31日 平成20年３月31日

金額(百万円) 金額(百万円)

基本的項目 
(Tier１) 

資本金 324,279 324,279

 うち非累積的永久優先株 ― ――



    

 
(注) １．平成19年３月31日の「繰延税金資産に相当する額」の該当はありません。なお、「繰延税金資産の算入上限

 ﾀ�一魔ﾍﾂﾌ岸��怩錦ぱ條ﾒﾒｳれｹん�2燻3<栗当荻ｱ煕業Vｱ瑩継続犒ｹん柑迹ゐｲﾍﾂ補割ﾒ�誌[Yに唐�湯燻3<栗当荻ｱ煕利U･≠;`Vｱ煬A♀月ｦ韮ﾉﾟｹ轤�湯燻3<栗当荻ｱ煕ﾂ



(資産の査定) 

(参考) 







(3) 収益増加による統合効果を達成できない可能性 

当社は、収益面における統合効果として、粗利益の増加を見込んでおります。しかしながら、合併

後の、システム統合の遅延その他の要因によるサービス・商品開発の遅れ、顧客との関係悪化、対外





４．消費者金融業務に係るリスク 

当社は、消費者金融業者に対する貸出金および消費者金融業者の株式を保有しております。消費者金

融業に関しては近時、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の改正により、消費

貸借契約の鞘.1B＄ｳな�





④ 近年、米国においては、有力企業の倒産申立が多数あり、また、過去の詐欺行為を含む不正な会

計処理があったことが報道されたため、企業、特に上場企業に関する信頼性の失墜問題が生じまし

た。かかる事態およびそれに対する米国の監督機関の対応に対処するため、米国企業の監査人およ



７．トレーディング・投資活動に伴うリスク 

当社は、デリバティブを含む様々な金融商品を取り扱う広範なトレーディング業務および投資活動を

行っております。従いまして、当社の財政状態および経営成績は、かかる活動に伴うリスクに晒されて

おります。かかるリスクとしては、特に、金利、為替レート、株価および債券相場の変動等が挙げられ

ます。例えば、金利が上昇した場合、当社の保有する大量の国債をはじめとする債券ポートフォリオの

価値に悪影響を及ぼします。また、円高となった場合、当社の外貨建て投資の財務諸表上の価値が減少



８．当社の格付低下等に伴う資金流動性等悪化のリスク 

(1)a格付機関が当社の格付を引き下げた場合、当社の市場運用業務およびその他の業務は悪影響を受け

る恐れがあります。当社の格付が引き下げられた場合、当社の市場運用業務では、取引において不利

な条件を承諾せざるを得なくなったり、または一定の取引を行うことができなくなる恐れがあり、加

えて当社の資本・資金調達にも悪影響を及ぼすこともあり得ます。かかる事態が生じた場合には、当

社の市場運用業務およびその他の業務の収益性に悪影響を与え、当社の財政状態および経営成績にも

悪影響を与えます。 

  

(2) 資産内容に関する懸念およびいくつかの日本の大手金融機関の破綻により、外国金融機関は、過去

に、インターバンク市場における短期借入に関して、



11．エマージング諸国(アジアおよび中南米地域諸国等)のリスクへのエクスポージャー 

当社は、エマージング諸国でも活動を行っており、これら地域の国々に関係する様々な信用リスクお

よび市場リスクに晒されております。エマージング諸国の通貨け訟晒でｽs常す、�ｯｷ�
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③ 取得と引き換えに交付する普通株式の内容 

当会社普通株式 

一斉取得 

取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかった本優先株式は、同期間の末日の翌日(以下「一斉取得

日」という。)をもって、当会社が取得し、これと引き換えに、１株につき1,000円を一斉取得日に先立

つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における完全親会社の普通株式の普通取引の毎日の終

値(気配表示を含む。)に0.7を乗じて得られる数値の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られ

る数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。この場合、当該平均値が369円20銭を下回るときは、１株につき1,000円を369円20銭

で除して得られる数の普通株式を交付する。 

上記の普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、これを切り上げる。 

(9) 第二回第三種優先株式(優先配当額11円50銭、優先中間配当額５円75銭)についての取得の定め及び一斉取

得日 

① 取得を請求し得べき期間 

本優先株式発行の日から平成21年７月31日まで 

② 取得の条件 

本優先株式は下記の取得の条件により当会社が本優先株式を取得するのと引き換えに当会社の普通株式

を交付することを請求することができる。 

イ．当初取得価額 

366円10銭 

ロ．取得価額の修正 

取得価額は、平成18年６月15日以降平成20年６月15日まで毎年６月15日(ただし、当該日が東京証券

取引所において、完全親会社である株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(以下「完全親会

社」という。)の普通株式の普通取引の最終売買価格のある日(以下本項において「取引日」とい

う。)でない場合にはその直前の取引日。~以下それぞれ「決定日」という。)(当日も含む。)に終了

する、30取引日(以下「修正計算期間」という。)の東京証券取引所における完全親会社の普通株式の

毎日の出来高加重平均株価に0.7を乗じた価額の単純平均値が当該決定日現在有効な取得価額を１円

以上下回る場合には、当該決定日直後の６月30日(以下「効力発生日」という。)において、上記計算

の結果算出された金額に修正されるものとする。 

ただし、それぞれの算出金額が366円10銭(ただし、下記ハ．の調整を受

たぞの普弔て、完全親会社であぬ株式の

毎日のある日(以�Z期�均株価に0.7葛岑ｴﾈ6��H,ﾈ,H��*ｭd�岑ｴ8��.��ｩ+ﾈﾎ5ｿ敬ｾ価竃匤Es�ﾆすはその直前の日直後潮ﾖA卸、そ取引所における完全親会社の普通株式の

毎日の最終売買価格のある日(案£驪�額がの直前止価隔、そ�ロ����3�竧*ｨ廁,阡�,ﾉh�?ｨ*�'ｨ,ﾘ洽�h,���ｮ从�ｧｨ｢�.ｨ��FK

た以下うa以下×い�4�以下うa
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

専務取締役 代表取締役 城 戸 一 彰 昭和26年９月26日

昭和50年４月 三菱信託銀行株式会社入社 

(注３) ―

平成15年５月 三菱トラストインターナショナル

株式会社取締役社長 

平成16年３月 三菱信託銀行株式会社ロンドン支

店長 

平成16年６月 当社執行役員ロンドン支店長 

平成17年４月 当社執行役員経営管理部長 

平成17年８月 当社執行役員経営管理部長兼コン

プライアンス統括部長 

平成17年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役

員経営管理部長 

平成19年６月 当社常務取締役 

株式会社三菱UFJフィナンシャ













３．法令等の厳格な遵守 

あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会規範にもとることのない、公正かつ誠実な企業活動を

遂行するとともに、グローバルな総合金融グループとして国際的に通用する基準も尊重します。 

４．人権および環境の尊重 

お互いの人格や個性を尊重するとともに、人類共通













(7) 第３期連結会計年度における内部監査および監査役監査の状況 

① 組織構成、人員および手続き 

 
  

② 監査部、監査役および会計監査人の相互連携について 

・監査部と監査役の連携 





（13）中間配当の決定機関 









② 【連結損益計算書】 

  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)



 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度

前連結会�9dN度









 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日#�吋



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社          22社 





 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会継ﾉ
至 平成104�%(ﾈ�3�?｢��

ﾐ炎ﾖするﾃAﾘ��

(1)~

ﾐ�｠ります。 

� 12月C俣�       

� ３月C俣�       15鯨 

( 1 ) �

ﾐ�｠ります。 

� 12月C俣�       10鯨 

� ３月C俣�       15鯨 ( 2 ) � 1 2 月 C 俣 冾 � 試 Z 日 ﾐ � ｷ る ﾃ 緖 � ~ ﾐ V

鯨ﾐつ､ち１鯨ﾐ��R�







 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

  また、破綻先及び実質破綻先に対









 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

(ハ)連結会社間取引等 

  デリバティブ取引のうち連結会社

間及び特定取引勘定とそれ以外の勘

定との間(又は内部部門間)の内部取

引については、ヘッジ手段として指

定している金利スワップ取引及び通

貨スワップ取引等に対して、業種別

監査委員会報告第24号及び同第25号

に基づき、宸4



連結財務諸表作成のための基妨ﾆW�.偬Iuex旭項-�ﾏ更 
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度 - � , g k Y e � ･ e ﾜ % ｦ 、 よ り 適 正 e x 期 間 損 鰻 ﾇ h 螽 _ � ﾗ 6 Z F ¥ �
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

出 資 金 1 , 1 6 5 ﾆ 当 + I ~ を ¥ 撃 � ﾅ お り ｌ す 。 �  







(連結損益計算書











(有価証券関係) 

※１．連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券、短期社債及び「買入

金銭債権」中の商品投資受益権等を含めて記載しております。 







    

４．当該連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 
  

 
  

５．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年３月31日現在) 
  

 
  



(金銭の信託関係) 

１．運用目的の金銭の信託(平成19年３月31日現在) 

  

 
  

２．満期保有目的の金銭の信託(平成19年３月31日現在) 

該当事項なし。 

  

３．その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成19年３月31日現在) 

該当事項なし。 









(1) 金利関連取引(平成19年３月31日現在) 
  

 
(注) １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

  なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い”竧旧ｻ本公７計上士協計  す・は時�割に在) 損Ｈ《オ�ショャ評撹算書ａデル碑関るま�爪ております。  













(2) 通貨関連取引(平成20年３月31日現在) 

  

 
(注) １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

     なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第25号)に基づき、ヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等については、上記

記載から除いております。 

２．時価の算定 

  割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。 

  





(退職給付関係) 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度、



    

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

 
  

区分 前連結会計年占平成1�6� ｱ飽連結会計年占平成206�











【関連当事者との取引】 
  
Ⅰ 前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

該当事項なし。なお、前連結会計年度末の株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループに対する

貸出金につきましては、当連結会計年度中に280,000百万円の返済を受けており、期末残高に重要性

はありません。 

  

(2) 役員及び個人主要株主等 

該当事項なし。 

  

(3) 子会社等 

該当事項なし。 

  

(4) 兄弟会社等 

該当事項なし。 

  

Ⅱ 当連結会計年度(自 平成19年４月１日













前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度 
(平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

預金 ※８ 11,764,679 61.14 12,219,516 60.69

 当座預金 222,077 121,701

 普通預金 1,999,692 1,802,092

 通知預金 57,602 52,838

 定期預金 9,203,766 9,977,261

 その他の預金 281,540 265,622

譲渡性預金 1,724,653 8.96 2,015,437 10.01

コールマネー 292,026 1.52 70,629 0.35

売現先勘定 ※８ 250,604 1.30 651,176 3.24

債券貸借取引受入担保金 ※８ 202,248 1.05 319,347 1.59









 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

































(損益計算書関係) 

  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事� 至 枢ｽ成18年ｓ月１日 
至 平成19年#�月31日) 

前事































 

  

 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  





 

  

 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
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